
「『森の国・⽊の街』づくり宣⾔」について

①建築物の⽊造化などの⽊材利⽤
②⽊材利⽤の効果の⾒える化
に取り組むことを宣⾔するもの
• 募集対象︓⾃治体・企業等

• 募集⽅法︓林野庁HPで募集

• 募集期間︓令和7年10⽉1⽇
〜令和８年３⽉31⽇

• 地球温暖化対策推進法に基づき、温室効果ガスを⼀
定量以上排出する者に排出量の算定と国への報告を
義務付けている制度

SHK制度（温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度）
• ⽊材を使った建築物等を新築等により所有することとなった企業
や⾃治体は、⾃らの排出量から、⽊材利⽤による炭素貯蔵量
を差し引いて報告することができるよう規定を改正予定
（R8.4施⾏予定）

「森の国・⽊の街」づくり宣⾔

参考２

森林資源の循環利⽤に向けて、建築物の⽊造化や⽊材利⽤の効果の⾒える化などに取り組む
「『森の国・⽊の街』づくり宣⾔」に参画する（＝宣⾔する）⾃治体・企業を募集します。


